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―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

月　　日 時　　間 備　　　考 会　　　場 内　　　　　　　　容 

終了後：役員会 １１
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掲　示　板 （11～1月行事予定表） 

4日� 

5日� 

〃 

6日� 

〃 

11日�

12日� 

19日� 

26日� 

3日� 

〃 

4日� 

16日� 

6日� 

7日� 

〃 

20日�

21日� 

13：00～17：00 

16：00～17：30 

16：00～17：30 

11：00～12：00 

18：00～19：00 

10：30～11：30 

13：30～15：30 
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※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 

中野法人会経営塾第二弾（年末調整セミナー） 

源泉研究部会・第394回研修会（年調） 

広報委員会 

青年部会・役員会 

中野税務懇談会（“税を考える週間”座談会） 

新設法人説明会（予定） 

中野法人会経営塾第三弾（法律セミナー） 

理事会 

※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 

源泉研究部会・役員会（川柳コンクール審査会） 

青年部会・第558回研修会（内部講師） 

決算法人説明会（予定） 

※無料法律相談（先ずはTELして下さい。） 

署長：講演会 

新年賀詞交歓会 

決算法人説明会（予定） 

新設法人説明会（予定） 

法 人 会 館  
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中野サンプラザ13F 

中野サンプラザ13F 

法 人 会 館  

法 人 会 館  

中野サンプラザ14F 
クレセントルーム 

中野サンプラザ14F 
クレセントルーム 

書面決裁による 中野サンプラザ11F 
ア ネ モ ル ー ム  
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2020　VOL.23411月号の目次  11月号の目次  11月号の目次  「署・人事異動」「役員合同会議（書面決裁）」他 
１０・１１ 
１２・１３ 
１４ 
１５ 
１６ 
１６ 

厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）ご案内 
東京都産業労働局  ご案内＆中野だより 
全日本労働福祉協会  ご案内（新型コロナウィルス抗体検査） 
本部だより＆部会だより（青年部会・女性部会） 
税務署だより（マイナンバーカード） 
福利厚生制度PR（経営者大型保障制度） 

２ 
３ 

４・５ 
６・７ 
８・９ 
９ 

『署長・講演会：新年賀詞交歓会』ご案内＆無料法律相談 
中野税務署の新体制 
知っとくと得情報（税理士：山岡先生） 
税務署だより 
厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部（室）ご案内 
中野区だより（第８回中野駅前大盆踊り大会） 

●表紙（写真説明）………………………第18回フォト・コンテスト入賞（左）片岡早苗氏『静かな湖』、（右）片岡政夫氏『紅葉』

発行所（公社）中野法人会　〒165－0026  東京都中野区新井2－33－6 電話（3388）6896 FAX（3388）2550 e-mail  houjin@onyx.dti.ne.jp
編集：広報委員会　印刷：友美堂 〒164－0013  東京都中野区弥生町6－5－7 電話（3381）1423 FAX（3381）1743

中野法人会の 中野法人会の お気軽にどうぞ！！  
（まずはお電話を…） 無 料 法 律 相 談 

実施日時：11/4�、12/3�、1/6�、2/10�、3/1�　13：00～17：00（相談時間は、1案件：45分） 

TEL：03－3388－6896　FAX：03－3388－2550（担当）佐藤・三國 

�「署長講演会」「新年賀詞交歓会」� 

日　時：令和３年１月７日�　３時半受付 

第１部：４時～　　「署長講演会」 

第２部：５時10分～「賀詞交歓会」 

場　所：中野サンプラザ　13階 

 

※今回「祝賀会」は行いません。 

※お土産あり！ 
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中 野 税 務 署 の 新 体 制  
（敬称略） 

署　　長 

伊�　智士 

特別国税調査官 

後藤　昌彦 

法人課税第１統括官 

星野　幸人 

審理担当上席（源泉所得税） 

小野塚寛之 

法人課税第４統括官 

飯島　昌敏 
第１～３支部担当 

総務課長 

太田　彰典 

法人課税第２統括官 

川上　奈緒 

審理担当上席（法人税） 

岡田　知己 

法人課税第５統括官 

井村　元軌 
第４～８支部担当 

法人課税第３統括官 

庄野陽二郎 

審理担当調査官（法人税） 

折井　　将 

法人課税第６統括官 

金田喜代子 
第９～１１支部担当 

副署長（総務・個人担当） 

平�　達也 
副署長（法人・管運担当） 

丸田　順子 
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今回の知っとくと得情報は、「平成30年度税制

改正」により、令和２年の１月から給与所得控除

や基礎控除などが見直されており、これから年末

調整事務が始まりますので、その内容について説

明いたします。

個人課税の制度は「一つの会社で定年まで勤め

上げる」といったライフコースをもとに作られて

きましたが、近年は働き方の多様化が進んでいま

す。このような時代の変化を受け、「働き方改革」

を推進する観点から改正が行われました。年収が

850万円を超える会社員や公務員などが増税とな

り、フリーランスや自営業者の大半が減税になり

ます。収入が多い年金受給者は増税になります。

給与所得控除とは、所得税などを計算する際に

年収から差し引かれる控除額（会社員の経費とみ

なします。）のことです。令和2年からは、一律で

10万円引き下げられることになりました。また、

給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引

き下げられるため、年収が850万円を超える人は

10万円以上の引き下げとなってしまいます。

（計算例）年収860万円の場合

（改正前）860万円×10％＋120万円＝206万円

……（給与所得控除額）

（改正後）195万円　 ……（給与所得控除額）

＊現行から11万円の引き下げになります。

公的年金等控除額は一律10万円引き下げられま

した。また、公的年金等に係る雑所得以外の合計

所得金額が1,000万円を超えた場合や年金収入が

1,000万円超の場合、原則65歳以上の人が対象とな

る公的年金等控除額が段階的に減ることになりま

す。

すべての納税者に適用される基礎控除の金額は、

これまでは収入に関係なく一律38万円でした。

改正後は最大48万円に引き上げられますが、合

計所得金額が2,400万円を超えると所得に応じて段

階的に減っていき、2,500万円超では控除額がゼロ

となり基礎控除は適用されません。

また、改正に伴い、住民税の基礎控除額にも変

更が生じます。住民税は、都道府県または市町村

が計算するもののため、年末調整業務に直接影響

はありませんが、令和3年6月以降の給与から天引

きされる徴収税額が影響されることになります。

給与所得控除の上限額が引き下げられたことに

より、年収が850万円を超えると税金の負担が増え

てしまいます。そこで、子育て・介護中の人への

配慮から、所得金額を調整するための制度として

「所得金額調整控除」が創設されました。

年収850万円超で、�本人が特別障害者、�23

歳未満の扶養親族がいる、�特別障害者である同

一生計配偶者または扶養親族がいる、のいずれか

に該当する場合、（給与などの収入金額－850万

円）×10％で算出された金額を調整額として控除

します。

＊（改正後の計算例）

給与等の収入金額が900万円、23歳未満の扶養

親族がいる場合

〔給与等の収入金額〕〔給与所得控除額〕〔給与所得〕

900万円　－　195万円　＝　705万円…�

〔所得金額調整控除〕

（900万円－850万円）×10％＝ 5万円…�

〔算式〕

�705万円－�５万円＝700万円

＊（改正前の計算例）

900万円－（900万円×10％＋120万円）

＝690万円

これまで寡婦（夫）控除は、対象となる「ひと

り親」の定義が「離婚・死別」となっており、未

＝税の豆知識＝ 知っとくと　　　  情報 得 

税理士 

山　岡　修　治 
〒101－0047 
千代田区内神田１－２－２ 
　　　　　小川ビル７階 
神田合同税理士事務所 
TEL  03（3518）2711� 
FAX  03（3518）2712 
携帯  090（2212）0306 
e-mail  higumasy@d6.dion.ne.jp 

＝税の豆知識＝ 知っとくと　　　  情報 得 

給与所得控除を一律10万円引き下げ

公的年金等控除額の見直し

所得金額調整控除を創設

基礎控除は基本的に一律10万円引き上げ ひとり親控除の創設・寡婦（夫）控除の見直し
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婚の場合は適用されていませんでした。また、男

性のひとり親と女性のひとり親で寡婦（夫）控除

の額が違うなど、男女の間でも扱いが異なってい

ましたので、今回の改正では公平な税制支援が行

われました。

今後は、離婚歴や性別にかかわらず、本人の所

得金額が500万円（年収678万円）以下の単身者で

生計を同じとする子（総所得金額等が48万円以

下）がいる場合、同一の「ひとり親控除」（控除

額35万円）が適用されます。ただし、本人の所得

合計金額が500万円（年収678万円）以下の単身者

で子以外の扶養親族がいる寡婦、または扶養親族

がいない寡婦は、引き続き寡婦控除として控除額

27万円が適用されます。

なお、住民票の続柄に「夫（未届）」「妻（未届）」

の記載がある者は対象外となっています。

源泉控除対象配偶者、扶養親族・同一生計配偶

者、勤労学生の所得金額要件が10万円ずつ引き上

げられました。この変更は給与所得控除・基礎控

除の見直しと所得金額調整控除の創設による適用

範囲への影響に配慮したものです。

改正後も年収ベースでの変更はないので、控除

のために就業調整を行っている場合もこれまでの

出勤ペースで問題ありません。配偶者や扶養親族

が給与所得以外の収入を得ている場合は、控除を

適用するための所得制限額が10万円拡大されるこ

とになります。

青色申告特別控除額が、現行の65万円から改正

後55万円に引き下げられました。ただし、青色申

告特別控除の適用要件に加えて、e-taxによる申告

（電子申告）又は電子帳簿保存を行うと、引き続

き65万円の青色申告特別控除が受けられます。

○65万円の青色申告特別控除を受けるための要件

〔令和元年分確定申告まで〕

�正規の簿記の原則で記帳（複式簿記）

�申告書に貸借対照表と損益計算書など添付

�期限内申告

〔令和２年確定申告から〕

上記�から�に加えて

・e-taxによる申告(電子申告)又は電子帳簿保

存が要件となります。

・国税／10月分源泉所得税の納付　　　11月10日
・国税／所得税予定納税額の減額承認申請

11月16日
・国税／所得税予定納税額第２期分の納付

11月30日
・国税／９月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等）、３月決算法人の中間申告
11月30日

・国税／12月、３月、６月決算法人の消費税等の
中間申告（年３回の場合） 11月30日

・国税／個人事業者の消費税等の中間申告（年３
回の場合） 11月30日

・地方税／個人事業税第２期分の納付
都道府県の条例で定める日

・国税／給与所得者の年末調整
今年最後の給与を支払う時

・国税／給与所得者の扶養控除等（異動）申告書
及び保険料控除申告書の提出

今年最後の給与を支払う前日
・国税／11月分源泉所得税の納付　　　12月10日
・国税／10月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等） １月４日
国税／４月決算法人の中間申告　　　１月４日
・国税／１月、４月、７月決算法人の消費税等の

中間申告（年３回の場合） １月４日
・地方税／固定資産税・都市計画税（第３期）の

納付　　　　市町村の条例で定める日
労務／健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支

払届　　　　　　　　　支払後５日以内

「酉の市」
酉の市とは、11月の酉の日

（十二支）を祭日として、浅草

の酉の寺（鷲在山長國寺）や

各地の鷲神社、大鳥神社で行

われる開運招福・商売繁盛を

願う祭りで、江戸時代から続く代表的な年中行事で

す。熊手や招き猫などの縁起物を買い、一年の無事

と来る年の福を願います。酉の日は12日ごとに回

ってくるので、1回目を一の酉、2回目を二の酉と

いいますが、11月に3回巡ってくる年もあり、三の

酉まである年は火事が多いといわれています。

元々は現在の足立区大鷲神社の近くに住む農民が

鎮守である「鷲(おおとり)大明神」に感謝した収穫

祭でした。なお、令和2年の酉の市は、11月2日�、

14日�、26日�の三の酉となっています。

11月の税務と労務

12月の税務と労務

配偶者・扶養親族などの控除要件は変更なし

青色申告特別控除額の改正
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務 署 だ よ り 務 署 だ よ り 務 署 税 税 税 だ よ り 

○ 10万円の青色申告特別控除を受けるための要件に改正はありませんので、これまでと同様となります。

○令和2年分以降、65万円控除を受けるための要件の詳細は、次ページをご覧ください。
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野 区 だ よ り 野 区 だ よ り 野 区 中 中 中 だ よ り 

中野の“夏”まつり（第8回中野駅前大盆踊り大会  8月15日～16日） 

恒例の提灯がずらり… 

新型コロナウィルスの感染拡大を防止し、今回は、インターネット配信で実施！ 
中野セントラルパーク・カンファレンスより、２日間とも生放送されました。 

挨拶：酒井区長 ゲスト：中川翔子様 実行委員長挨拶：瀧田氏 

育児・介護休業法や両立支援等助成金に関するお問い合わせは、

都道府県労働局雇用環境・均等部（室）へ
TEL  03（3512）1611
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東京都産業労働局 令和2年度 中小企業のための倒産防止のご案内
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お問い合わせ

野 区 だ よ り 野 区 だ よ り 野 区 中 中 中 だ よ り 

キリンレモンスポーツセンター  平和の森公園竣工記念式典（9月20日） 



な　　　　か　　　　の（234号）

（ ）14

―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――



2020年（令和２年）11月１日

（ ）15

―― 会員増強に皆様のご協力をお願い致します。――

横山総務委員長 宮治厚生委員長矢島共益公益事業委員長大月税制税務委員長木村広報委員長宮島会長 川村組織委員長

新型コロナウィルス拡大防止のため、書面決裁に
よる方法で行ないました。内容は、事業の中間報
告と今後の事業計画についてです。通常、終了後
の『地区長合同会議』も書面決裁による方法で行

い、大変に厳しい状況下ですが、各支部20社の会
員増強の目標を掲げスタートしました。
『経営者大型保障制度上記達成』は、第２支部
が新規企業目標を達成しました。

部 会 だ よ り 部 会 だ よ り 部 会 だ 本 部 ・ 本 部 ・ 本 部 ・ よ り 

◆青年部会◆
９月４日、法人会館に於いて、井�署長始め幹
部の皆様に出席して頂き、大変に充実した意見交
換会が行なわれました。

『第547回研修会』
～署の幹部の方を囲んで、自己紹介＆一言～

～業界の動向や税について思うことなどを意見交換させて頂きました～ 挨拶：根本部会長

◆女性部会◆『役員懇談会＆役員会』を開催

青年部会独自で“租税教室”を実施！ 
9月26日（区立緑野小学校6年1・2・3組（クラス別）） 

～～ 講師：米持氏　　アシスタント：佐野氏 ～～ 

～ 早乙女校長先生と… ～ ～ 最後の挨拶：根本様 ～ ～～ 講師：佐野氏　　アシスタント：内山氏 ～～ 

～～ 講師：内山氏　　アシスタント：米持氏 ～～ 

8月27日『役員合同会議（拡大理事会＝書面決裁による）』を開催！

中村総務組織（担当）

～～～～9月10日 法人会館で署の幹部の皆様と…～～～～ 挨拶：�野部会長



新宿支社/
東京都新宿区新宿4-3-25(TOKYU REIT新宿ビル6F)
TEL 03-3357-5221

東京第二プロチャネル営業部/
東京都新宿区西新宿2-4-1(新宿NSビル)
TEL 03-6894-9110

な　　　　か　　　　の（234号）

（ ）16

―― 会員募集中です。（詳細は TEL 3388－6896  中野法人会事務局まで）――

務 署 だ よ り 務 署 だ よ り 務 署 税 税 税 だ よ り 


